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│
│
近
世
寺
院
領
主
の
統
治
機
構
と
そ
の
特
質
│
│

松

本

和

明

は

じ

め

に

近
世
に
お
い
て
比
較
的
大
規
模
な
寺
社
領
を
有
す
る
寺
社
で
は
、
領
主
と
し
て
年
貢
収
納
・
領
民
支
配
を
自
ら
行
い
、
ま
た
、
そ
の
た

め
の
統
治
機
構
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
寺
院
の
場
合
、
統
治
機
構
の
頂
点
は
僧
身
分
で
あ
る
住
持
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
実
質
的
な

支
配
は
、
寺
領
百
姓
か
ら
取
り
立
て
た
「
代
官
」、
あ
る
い
は
寺
侍
・
寺
役
人
と
称
さ
れ
る
俗
人
等
が
行
っ
て
い
た
。
寺
侍
・
寺
役
人
の

問
題
は
、
寺
院
領
主
・
寺
領
研
究
の
中
心
的
論
点
た
り
う
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
小
林
計
一
郎
氏
の
信
濃
国
善
光
寺
の
事
例

が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
盧
。
氏
は
、
近
世
に
お
け
る
寺
侍
の
特
質
を
、
土
地
集
積
・
商
業
兼
業
・
採
草
地
や
水
利
の
占
有
を
行
う
よ
う
な

中
世
的
性
格
が
否
定
さ
れ
、
住
持
（
大
勧
進
）
の
家
臣
と
な
る
点
に
見
出
し
た
が
、
研
究
視
角
が
当
時
の
研
究
動
向
を
反
映
し
、
幕
藩
体

制
の
成
立
と
変
遷
の
縮
図
を
、
寺
侍
制
度
の
成
立
と
そ
の
変
遷
に
み
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
寺
侍
の
分
析
か
ら
寺
院
領
主
の
統
治

機
構
の
特
質
に
迫
る
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
る
。

寺
侍
・
寺
役
人
を
素
材
と
し
て
そ
の
特
質
を
究
明
す
る
上
で
は
、「
家
」
に
着
目
し
た
武
家
領
主
の
編
成
原
理
論
盪
や
、
大
名
家
臣
団

の
構
造
分
析
論
蘯
と
い
っ
た
近
年
の
武
家
研
究
が
参
考
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
出
羽
国
山
形
宝
幢
寺
を
事
例
に
、
ま
ず
一
章
で
は

二
〇



図 1 宝幢寺領の分布

註 1 図中の記号について。
■は城下西田表、▲は中野郷村々、●は天童郷村々をそれぞれ示す（囲みの内側は村名と
村高を示す。なお、「石塚」は灰塚の誤記か）。

註 2 正保 4年（1647）「出羽国一国御絵図」（『山形県史』資料編 18、近世史料 3、付録）に加
筆。
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宝
幢
寺
の
寺
役
人
の
地
位
と
職
分
を
概
観
し
、
二
章
で
は
寺
役
人
の
職
分
・
身
分
の
把
握
を
試
み
る
。
そ
の
う
え
で
、
三
章
に
お
い
て
、

寺
役
人
の
身
分
は
い
か
な
る
論
理
の
も
と
で
担
保
さ
れ
る
の
か
、
と
く
に
住
持
と
の
関
係
に
注
目
し
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
寺
院
領
主

に
お
け
る
統
治
機
構
の
特
質
の
一
端
を
究
明
し
た
い
。

近
世
に
お
け
る
宝
幢
寺
は
、
天
童
愛
宕
権
現
社
の
別
当
寺
と
し
て
山
形
城
下
に
所
在
し
た
新
義
真
言
宗
の
寺
院
で
、
智
積
院
・
小
池
坊

配
下
、
本
寺
醍
醐
光
台
院
、
江
戸
触
頭
寺
院
の
触
下
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
村
山
郡
を
中
心
に
末
寺
門
徒
三
二
カ
寺
を
抱
え
た
。
慶
安
元
年

（
一
六
四
八
）
に
将
軍
家
光
よ
り
愛
宕
権
現
社
領
と
し
て
村
山
郡
二
五
カ
村
一
三
七
〇
石
の
朱
印
地
を
与
え
ら
れ
た
が
、
実
質
的
に
は
宝

幢
寺
が
支
配
を
行
っ
て
い
た
。
朱
印
地
は
山
形
周
辺
と
天
童
周
辺
の
村
々
に
偏
在
し
て
お
り
盻
（
図
１
）、
山
形
周
辺
の
う
ち
城
下
の
西

に
つ
い
て
は
「
西
田
表
」眈
、
中
野
村
他
七
カ
村
を
「
中
野
郷
」、
天
童
周
辺
一
六
カ
村
を
「
天
童
郷
」
と
称
し
た
。

第
一
章

宝
幢
寺
に
お
け
る
寺
役
人
の
位
置

宝
幢
寺
の
機
構
は
山
形
地
中
・
天
童
門
前
・
朱
印
地
支
配
に
大
別
で
き
る
。
そ
こ
で
、
概
念
図
（
図
２
）
を
参
考
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

山
形
地
中

山
形
地
中
と
は
、
本
坊
を
中
心
と
し
て
、
周
辺
に
位
置
す
る
子
院
と
、
さ
ら
に
本
坊
・
子
院
を
と
り
ま
く
か
た
ち
で
家
屋
敷

を
持
つ
譜
代
家
来
を
総
体
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
眇
。
本
坊
内
部
は
、
住
持
以
下
、
弟
子
・
道
心
な
ど
の
出
家
と
、
年
季
で
は
な
い

召
仕
、
年
季
抱
の
下
男
な
ど
の
俗
人
か
ら
構
成
さ
れ
、
俗
人
は
近
隣
村
々
あ
る
い
は
山
形
城
下
か
ら
供
給
さ
れ
て
た
眄
。
本
坊
の
構
成
員

は
、
住
持
を
除
き
、
出
家
・
俗
人
と
も
寺
領
経
営
な
ど
宝
幢
寺
の
支
配
の
側
面
に
は
関
与
せ
ず
、
本
坊
の
維
持
管
理
を
担
っ
た
。
子
院

は
、
近
世
後
期
に
は
徳
性
院
・
延
命
院
・
長
善
院
の
三
院
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
徳
性
院
は
院
代
と
い
う
肩
書
き
を
有
し
た
。
徳
性
院
を

含
め
子
院
住
持
は
宝
幢
寺
の
役
僧
（「
役
者
」）
と
な
り
、
祭
礼
や
末
寺
の
管
掌
、
あ
る
い
は
宝
幢
寺
全
般
の
諸
事
務
を
司
り
、
寺
役
人
と

近
世
中
後
期
出
羽
国
宝
幢
寺
に
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け
る
寺
役
人
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職
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住持

地中子院 弟子／近習／下男・召仕

役僧

末寺・門徒
大輪寺

徳乗院

門松坊

門竹坊

門揚坊

徒士

足軽

並百姓

徒士

足軽

足軽以下

門前

役人

本坊

末寺

天童門前 下門前

朱印地
中野郷

支配役

寺領百姓

天童郷

支配役

寺領百姓

西田表

控作

山形地中

と
も
に
毎
日
輪
番
で
当
番
に
あ
た
っ
た
。
役
僧

に
は
末
寺
住
持
も
就
任
す
る
。

譜
代
家
来
は
す
べ
て
徳
性
院
檀
家
で
あ
り
、

本
坊
の
人
員
・
子
院
・
末
寺
・
末
寺
門
前
と
と

も
に
宗
門
改
帳
に
記
載
さ
れ
た
。
弘
化
四
年

（
一
八
四
七
）
当
時
に
は
「
役
家
」
四
軒
・「
家

来
」
一
〇
軒
の
計
一
四
軒
が
存
在
し
た
眩
。

「
役
家
」
と
は
寺
役
人
の
こ
と
で
あ
り
、
近
世

中
後
期
に
お
い
て
は
曽
根
・
平
松
・
宮
城
・
佐

藤
の
四
家
が
存
在
し
た
が
、
天
保
期
に
佐
藤
家

に
代
わ
っ
て
崑
野
家
が
加
わ
っ
た
。
給
料
は
玄

米
二
〇
俵
で
あ
る
が
、
年
貢
収
納
の
際
天
童
へ

出
役
す
る
者
へ
は
さ
ら
に
出
役
料
二
〇
俵
が
支

給
さ
れ
た
。
一
方
、「
家
来
」
は
「
下
御
門
前
」

と
称
さ
れ
、「
御
前
御
地
中
御
通
行
之
節
子
共

等
ニ
至
迄
急
度
相
慎
ミ
下
座
可
有
之
」、「
如
先
規
之
対
シ
役
僧
役
人
江
無
礼
出
合
致
間
敷
、
勿
論
於
途
中
ニ
も
如
往
古
通
行
之
礼
式
可
有

之
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
住
持
は
勿
論
の
こ
と
、
役
僧
や
寺
役
人
へ
対
し
て
も
厳
格
な
礼
儀
が
求
め
ら
れ
た
。
外
見
的
に
も
、「
門
前
之

者
古
来
通
り
青
日
傘
蛇
之
目
傘
草
履
下
駄
不
可
用
」
と
あ
る
よ
う
に
、
様
々
な
制
限
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
俗
人
の
う
ち
で
も
寺
役
人
と

は
隔
絶
し
た
身
分
に
あ
っ
た
。
職
分
と
し
て
は
、
諸
人
足
・
飛
脚
・
拍
子
木
番
・
門
番
な
ど
、
肉
体
労
働
や
地
中
の
治
安
維
持
に
携
わ

図 2 宝幢寺概念図

近
世
中
後
期
出
羽
国
宝
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役
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職
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・
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り
眤
、
ま
た
、
住
持
の
愛
宕
社
参
詣
や
登
城
な
ど
の
際
に
は
行
列
を
構
成
し
、
寺
役
人
出
役
の
際
に
は
随
伴
す
る
な
ど
し
た
。
給
料
は
数

俵
程
度
で
あ
り
、
天
童
出
役
の
場
合
四
〇
俵
と
な
る
寺
役
人
と
の
差
は
大
き
か
っ
た
。
宝
幢
寺
は
、
奉
公
人
に
近
い
役
割
を
担
う
彼
ら

を
、
寺
領
か
ら
の
徴
発
あ
る
い
は
外
部
か
ら
の
雇
用
で
は
な
く
、
彼
ら
を
門
前
に
抱
え
込
み
賄
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

下
門
前
内
部
に
お
い
て
も
、
一
〇
軒
が
フ
ラ
ッ
ト
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
三
條
・
岩
井
両
家
は
、
他
の
家
来
が
無
苗
字
で
あ
る

の
に
対
し
て
苗
字
を
有
し
、「
御
地
中
下
方
取
締
役
」
を
務
め
て
い
た
。
職
掌
と
し
て
は
、
寺
へ
の
勤
仕
（
盆
正
月
の
来
客
取
次
な
ど
）、

下
門
前
の
統
括
（
寺
に
対
し
て
行
う
諸
役
負
担
の
割
付
と
調
整
・
寺
か
ら
の
規
定
の
徹
底
な
ど
）
が
あ
っ
た
眞
。
た
だ
し
、
宝
幢
寺
全
体

の
支
配
に
関
与
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
事
例
が
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
の
山
形
下
条
町
茂
吉
一
件
へ
の
寺

役
人
と
岩
井
と
の
対
応
の
あ
り
方
の
相
違
で
あ
る
眥
。
茂
吉
は
寺
領
一
五
俵
余
を
所
持
し
て
い
た
が
、
同
年
に
凶
作
を
理
由
に
検
見
願
を

行
っ
た
際
、
見
分
に
出
役
し
た
寺
役
人
曽
根
（
本
家
）・
平
松
以
下
へ
は
異
な
る
場
所
を
見
分
さ
せ
た
こ
と
が
発
覚
し
、
宝
幢
寺
よ
り
尋

問
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
尋
問
は
岩
井
淀
八
を
介
し
て
行
わ
れ
る
が
、
返
答
の
審
理
や
対
応
策
は
寺
役
人
の
協
議
の
う
え
で
な
さ
れ
る
。
つ

ま
り
岩
井
は
あ
く
ま
で
取
次
い
で
い
る
の
み
で
あ
り
、
協
議
に
加
わ
っ
て
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
階
層
秩
序
が
存
在
す
る
寺
役
人
・
山
形
地
中
の
身
分
に
つ
い
て
、
住
持
外
出
時
の
行
列
の
構
成
・
服
装
か
ら
次
の
点
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
行
列
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
毎
年
正
月
の
山
形
城
へ
の
年
頭
礼
登
城
の
際
や
、
毎
年
六
月
二
四

日
の
天
童
愛
宕
社
参
詣
の
際
に
は
、
中
央
の
住
持
を
囲
む
場
所
に
、「
御
駕
篭
脇
」
と
し
て
寺
役
人
曽
根
・
平
松
・
宮
城
・
佐
藤
が
位
置

し
た
。
下
門
前
の
岩
井
・
三
條
は
「
御
先
徒
士
」
や
「
御
供
目
付
」
と
し
て
、「
御
長
持
」「
御
参
内
傘
」「
御
乗
物
」
の
持
ち
手
・
担
ぎ

手
と
し
て
供
奉
す
る
山
形
下
門
前
・
天
童
門
前
の
者
の
目
付
役
を
務
め
た
眦
。
つ
ぎ
に
、
服
装
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
天
保
八
年
（
一
八

三
七
）
の
規
定
に
は
「
次
上
下
之
儀
者
於
武
門
役
服
ニ
而
格
式
有
之
品
ニ
候
間
、
役
人
之
外
着
用
堅
不
相
成
事
」眛
と
い
う
一
条
が
あ

る
。
寺
役
人
家
の
み
「
武
門
役
服
」
で
あ
る
継
裃
の
着
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
述
の
茂
吉
一
件
の

際
に
、
赦
免
願
の
た
め
来
寺
し
た
茂
吉
の
旦
寺
善
然
寺
と
の
面
会
の
場
面
が
象
徴
的
で
あ
る
。
宝
幢
寺
側
か
ら
は
寺
役
人
以
下
が
列
座
し

近
世
中
後
期
出
羽
国
宝
幢
寺
に
お
け
る
寺
役
人
の
職
分
・
身
分
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て
応
対
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
服
装
は
寺
役
人
が
継
裃
、
岩
井
淀
八
が
羽
織
袴
、
足
軽
両
人
が
股
引
御
印
羽
織
と
い
う
よ
う
に
、
階

層
秩
序
が
服
装
に
よ
り
可
視
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

天
童
門
前

天
童
門
前
と
は
、
村
山
郡
北
目
村
の
う
ち
愛
宕
権
現
社
の
所
在
す
る
舞
鶴
山
山
麓
に
町
場
の
よ
う
に
道
沿
い
に
家
屋
が
並

び
、
門
前
村
と
し
て
把
握
さ
れ
る
場
所
を
指
す
。
天
童
門
前
住
居
の
諸
人
は
愛
宕
社
御
供
所
大
輪
寺
の
軒
守
徳
乗
院
の
檀
家
で
あ
る
。
天

（
取
カ
）

保
期
の
門
前
村
の
構
成
と
序
列
は
、「
天
童
御
普
代
頭
取
相
締
方
」
今
野
権
治
右
衛
門
・「
天
童
御
目
代
・
天
童
表
御
足
軽
支
配
」
稲
葉

泰
八
が
つ
ぎ
の
三
坊
の
上
席
に
あ
り
、
以
下
社
僧
門
揚
坊
・
門
松
坊
・
門
竹
坊
の
三
坊
と
御
徒
士
八
名
（
今
野
姓
三
名
・
岩
井
姓
二
名
・

高
橋
・
稲
葉
・
石
田
）・
足
軽
九
名
（
相
沢
姓
二
名
・
岩
井
・
会
田
・
稲
葉
・
高
橋
・
工
・
渡
辺
・
佐
々
木
）
が
続
い
た
。
こ
れ
ら
苗
字

を
持
つ
者
が
「
譜
代
家
来
」
で
あ
り
、
無
苗
の
者
は
「
並
百
姓
」
と
さ
れ
た
眷
。
天
童
門
前
の
支
配
や
山
形
よ
り
の
下
知
の
通
達
は
、
上

記
の
今
野
権
治
右
衛
門
が
務
め
、
大
庄
屋
と
も
称
さ
れ
て
い
る
眸
。

彼
ら
は
、「
譜
代
之
族
古
来
�
愛
宕
権
現
社
領
之
内
夫
々
知
行
田
宛
行
訳
者
、
収
納
辻
勤
役
申
付
天
童
表
千
百
四
拾
四
石
伏
地
面
村
々

字
反
畝
歩
等
迄
常
々
悉
相
弁
大
切
ニ
守
護
可
致
」睇
と
あ
る
よ
う
に
、
朱
印
地
の
う
ち
山
形
周
辺
（
西
田
表
・
中
野
郷
）
を
除
く
天
童
一

一
四
四
石
の
年
貢
収
納
に
携
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
知
行
田
と
い
う
か
た
ち
で
、
地
方
に
て
給
与
を
う
け
て
い
た
。
毎
年
山
形
の
寺

役
人
に
よ
り
最
終
的
に
作
成
さ
れ
、
住
持
に
上
げ
ら
れ
る
勘
定
目
録
の
内
訳
に
お
い
て
も
、
山
形
と
天
童
で
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
例
え

ば
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
の
勘
定
目
録
に
は
、
天
童
の
収
支
内
訳
に
つ
い
て
は
「
委
細
之
訳
は
喜
兵
衛
方
帳
面
ニ
有
之
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
明
細
は
天
童
門
前
役
人
高
橋
喜
兵
衛
が
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
睚
。
つ
ま
り
、
実
態
は
天
童
の
収
支
は
天
童
に
一
任
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
収
納
の
際
に
は
山
形
よ
り
寺
役
人
が
出
役
し
、
帳
面
上
も
最
終
的
に
は
寺
役
人
が
集
約
す
る
こ
と
に
も

注
意
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
天
童
郷
村
々
よ
り
山
形
役
所
宛
の
諸
願
書
、
あ
る
い
は
後
述
の
各
村
支
配
役
の
任
免
な
ど
の
際
に
は
、
天

童
門
前
役
人
の
奥
印
、
あ
る
い
は
各
村
―
天
童
門
前
役
人
―
寺
役
人
と
い
う
か
た
ち
で
上
申
・
下
達
が
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
睨
。

以
上
か
ら
、
天
童
門
前
譜
代
家
来
は
知
行
田
を
与
え
ら
れ
、
愛
宕
社
の
維
持
管
理
、
あ
る
い
は
天
童
門
前
村
と
天
童
郷
の
村
々
に
散
在
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す
る
寺
領
支
配
と
年
貢
収
納
を
管
掌
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
山
形
役
所
と
の
間
に
あ
る
程
度
の
独
自
性
が
確
認
で
き
る
が
、
最

終
的
に
は
収
納
・
人
事
・
諸
願
書
の
提
出
な
ど
は
山
形
役
所
、
具
体
的
に
は
寺
役
人
の
統
括
下
に
お
か
れ
て
い
た
。

朱
印
地
支
配

宝
幢
寺
の
朱
印
地
一
三
七
〇
石
は
山
形
・
天
童
周
辺
二
〇
カ
村
余
に
「
飛
地
」
と
い
う
か
た
ち
で
散
在
し
た
。
山
口
村
の

場
合
に
は
八
三
石
六
斗
余
が
山
口
村
内
に
「
伏
居
」、
寺
領
百
姓
一
八
軒
が
山
口
村
上
組
に
「
孕
り
居
」
状
態
で
あ
っ
た
睫
。
こ
の
よ
う

に
、
寺
領
は
各
村
に
孕
ま
れ
る
か
た
ち
で
散
在
し
、「
伏
所
」
と
称
し
て
字
単
位
で
把
握
さ
れ
て
お
り
、
寺
領
百
姓
も
散
在
す
る
状
況
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
寺
津
村
・
鮨
洗
村
の
場
合
、
寺
領
住
居
の
百
姓
は
各
二
軒
で
あ
り
、「
宗
門
御
改
之
義
其
村
々
載
、
諸
事
御
法
度
御

触
等
之
義
も
、
其
村
庄
屋
方
�
村
並
に
申
触
候
」睛
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
門
改
・
諸
事
法
度
な
ど
は
村
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
朱
印
地
・
寺
領
百
姓
が
各
村
に
散
在
す
る
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
宝
幢
寺
は
村
毎
に
支
配
役
（
地
頭
役
）
を
置
い
て
い

た
。
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
に
、
成
生
村
長
次
郎
が
宝
幢
寺
へ
提
出
し
た
支
配
役
請
負
証
文
を
事
例
に
み
る
と
睥
、
支
配
役
と
は
、
給

田
を
う
け
、「
宝
幢
寺
御
寺
領
御
田
地
・
家
々
御
支
配
」
を
任
さ
れ
、「
御
年
貢
取
立
上
納
」
を
務
め
る
存
在
で
あ
る
こ
と
、
年
貢
上
納
が

滞
っ
た
場
合
に
は
役
儀
取
上
げ
と
な
り
、
給
田
も
返
納
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
給
田
と
は
、
無
年
貢
地
を
預
け
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
支

配
役
は
、
寺
領
と
寺
領
百
姓
が
各
村
に
散
在
す
る
状
況
の
も
と
、
そ
の
支
配
と
年
貢
収
納
を
村
単
位
で
請
け
負
わ
せ
る
た
め
に
設
置
さ
れ

た
役
職
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
支
配
役
の
任
免
に
つ
い
て
は
、
証
文
の
宛
所
が
「
宝
幢
寺
様
御
内
御
役
人
衆
中
」（
つ
ま
り
寺
役
人
）
で

あ
り
、
他
村
の
事
例
で
は
、
任
命
願
が
天
童
役
人
の
奥
印
の
う
え
で
、
出
願
人
か
ら
寺
役
人
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
な

支
配
役
任
免
の
権
限
は
寺
役
人
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

城
下
に
近
い
西
田
表
の
朱
印
地
で
は
控
作
が
な
さ
れ
た
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
、
山
形
上
町
吉
次
な
る
人
物
よ
り
の
控
作
証
文

を
事
例
と
し
て
み
る
と
睿
、
控
作
と
は
朱
印
地
を
預
り
、
収
納
米
を
宝
幢
寺
へ
納
入
す
る
こ
と
、
そ
し
て
任
命
の
契
機
は
吉
次
側
か
ら
の

出
願
に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
控
作
の
対
象
と
な
る
朱
印
地
の
地
所
（
字
名
）
と
高
を
明
記
し
、
収
納
米
に
つ
い
て
は
、「
御
台

所
御
飯
料
之
儀
ニ
付
決
而
金
納
願
等
仕
間
敷
」
と
あ
り
、
宝
幢
寺
の
飯
料
米
に
充
当
す
る
た
め
に
金
納
は
許
可
し
な
い
と
い
う
条
件
が
あ
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る
。
宛
所
は
寺
役
人
で
あ
る
。
他
の
控
作
証
文
に
つ
い
て
も
、
山
形
町
人
が
控
主
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
山
形
西
田
表
に
散
在
す
る
寺
領
を

彼
ら
に
耕
作
さ
せ
て
、
宝
幢
寺
飯
米
に
充
当
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

宝
幢
寺
は
散
在
す
る
朱
印
地
に
対
応
し
て
、
中
野
郷
・
天
童
郷
に
つ
い
て
は
支
配
役
を
置
き
、
西
田
表
は
山
形
町
人
の
控
作
と
い
う
か

た
ち
で
年
貢
収
入
を
確
保
し
て
お
り
、
そ
の
任
免
は
寺
役
人
が
管
掌
し
た
の
で
あ
る
。

山
形
地
中
は
、
宝
幢
寺
自
体
の
維
持
管
理
を
担
う
と
と
も
に
、
住
持
・
役
僧
・
寺
役
人
を
中
心
に
天
童
・
諸
末
寺
・
朱
印
地
支
配
を
行

っ
て
い
た
。
下
門
前
は
、
身
分
的
に
は
徒
士
・
足
軽
で
あ
り
、
寺
役
人
と
は
隔
絶
し
た
地
位
に
お
か
れ
、
雑
事
に
従
事
す
る
存
在
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
天
童
門
前
は
、
天
童
郷
の
年
貢
収
納
と
愛
宕
社
の
維
持
管
理
を
担
い
、
山
形
役
所
か
ら
は
あ
る
程
度
の
独
自
性
を
有
し
て
い

た
が
、
年
貢
収
納
・
人
事
な
ど
の
権
限
は
山
形
役
所
、
と
く
に
寺
役
人
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
朱
印
地
支
配
に
つ
い
て
は
、
朱
印
地
・
寺

領
百
姓
が
散
在
す
る
と
い
う
条
件
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
中
野
・
天
童
両
郷
に
は
村
毎
に
支
配
役
が
お
か
れ
、
宝
幢
寺
の
お
膝
元
と
も

い
え
る
西
田
表
で
は
、
地
中
の
飯
米
に
充
当
す
る
と
い
う
目
的
の
も
と
、
控
作
と
い
う
か
た
ち
で
山
形
町
人
に
朱
印
地
が
預
け
ら
れ
、
安

定
的
な
年
貢
収
入
の
確
保
が
目
指
さ
れ
た
。
支
配
役
・
控
作
と
も
寺
役
人
が
任
免
に
関
与
し
、
茂
吉
一
件
の
よ
う
な
問
題
も
処
理
し
た
。

ま
た
、
寺
役
人
は
寺
領
民
の
宗
門
改
も
管
轄
し
て
お
り
睾
、
寺
領
人
別
把
握
も
寺
役
人
が
実
質
的
に
行
っ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
以
上

か
ら
、
寺
役
人
は
山
形
地
中
の
俗
人
と
天
童
門
前
の
人
事
に
加
え
、
朱
印
地
支
配
を
も
統
括
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
章

寺
役
人
の
身
分
と
職
分

本
章
で
は
、
前
章
に
お
け
る
分
析
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
宝
幢
寺
に
お
け
る
寺
役
人
に
つ
い
て
、
大
名
家
臣
の
階
層
秩
序
を
、
侍
（
士
分
）

・
徒
士
・
足
軽
以
下
に
お
け
る
服
装
や
座
次
な
ど
の
「
格
」
と
、
相
互
間
に
お
け
る
「
礼
」
に
注
目
し
て
分
析
す
る
磯
田
道
史
氏
の
手
法

に
学
び
な
が
ら
睹
、
身
分
と
職
分
を
中
心
に
明
ら
か
に
す
る
。

近
世
中
後
期
出
羽
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幢
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寺
役
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ま
ず
、
寺
役
人
家
の
変
遷
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
寛
文
期
以
前
の
史
料
に
は
す
で
に
佐
藤
・
平
松
両
家
が
み
え
る
。
そ
の
後
、
寛
文
元

年
（
一
六
六
一
）
に
入
寺
す
る
二
四
代
住
持
亮
弁
の
弟
二
人
が
曽
根
本
家
・
分
家
と
し
て
加
わ
る
瞎
。
以
後
曽
根
本
家
は
「
無
役
之
節
も

諸
役
人
之
筆
頭
上
席
」
な
ど
と
さ
れ
瞋
、
寺
役
人
家
筆
頭
の
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
後
述
す
る
が
、
文
政
期
ま
で
亮
弁
の
法
脈
か
ら

住
持
に
就
く
宝
幢
寺
に
お
い
て
、
亮
弁
の
生
家
で
あ
る
と
い
う
由
緒
が
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
曽
根
本
家
の
系
統
か
ら

は
、
さ
ら
に
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
に
弁
応
が
二
七
代
住
持
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
明
暦
〜
延
宝
期
の
勘
定
目
録
に
は
鈴
木
・
和

知
・
小
田
部
な
ど
の
姓
も
み
え
る
が
瞑
、
ど
の
よ
う
な
家
か
は
不
詳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
世
中
後
期
に
お
い
て
は
、
曽
根
・
平
松
・
宮

城
・
佐
藤
（
の
ち
崑
野
と
交
代
）
の
四
家
が
世
襲
し
て
い
く
。

つ
ぎ
に
、
身
分
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
武
門
役
服
」
た
る
継
裃
着
用
を
許
さ
れ
る
の
は
寺
役
人
家
の
み

で
あ
る
。
加
え
て
、
各
家
は
武
士
の
身
分
標
章
と
も
い
え
る
槍
を
一
筋
ず
つ
所
持
し
て
お
り
瞠
、
士
分
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

ま
ず
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
本
坊
の
御
居
間
書
院
で
行
わ
れ
る
年
頭
御
礼
の
様
子
を
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
を
事
例
に
み
た
場

合
瞞
、
元
旦
に
ま
ず
御
居
間
に
お
い
て
弟
子
・
所
化
・
近
習
の
御
礼
が
な
さ
れ
る
。
住
持
に
近
侍
す
る
人
々
が
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
が
済

ん
だ
後
に
、
役
僧
・
役
人
が
住
持
よ
り
御
盃
・
昆
布
を
頂
戴
し
、
続
い
て
下
門
前
の
う
ち
御
徒
士
（
三
條
・
岩
井
な
ど
）
が
寺
役
人
の
披

露
の
う
え
で
御
盃
を
近
習
よ
り
、
昆
布
を
院
代
よ
り
頂
戴
す
る
。
最
後
に
足
軽
と
足
軽
以
下
の
御
礼
が
行
わ
れ
、
同
様
に
寺
役
人
の
披
露

の
う
え
で
御
盃
・
昆
布
は
年
男
役
の
三
條
五
郎
兵
衛
よ
り
頂
戴
し
て
元
旦
年
頭
御
礼
は
終
了
す
る
。
近
侍
者
以
外
で
住
持
よ
り
直
接
昆
布

盃
を
頂
戴
で
き
る
の
は
役
僧
・
役
人
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
士
分
―
徒
士
―
足
軽
―
足
軽
以
下
と
い
う
武
家
の
階
層
秩
序
に
対
応
す
る
か

た
ち
で
行
わ
れ
て
お
り
、
寺
役
人
家
が
下
門
前
以
下
と
隔
絶
し
た
地
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
士
分
で
あ
る
故
と
も
理
解
で
き

る
瞰
。
た
だ
し
、
弟
子
・
所
化
・
近
習
で
構
成
さ
れ
る
近
侍
集
団
の
一
員
で
は
な
い
。

近
侍
集
団
に
関
し
て
も
、
寺
役
人
家
が
全
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
構
成
員
た
る
近
習
は
、
ほ
ぼ
寺
役
人
家
の

姓
の
人
物
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
寺
役
人
家
の
子
弟
が
近
習
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
支
配
関
係
に
は
関
与
し
な
い
が
、
本
坊
の
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住
持
近
く
に
仕
え
、
宝
幢
寺
全
般
を
統
括
す
る
知
識
・
能
力
を
習
得
し
、
必
然
的
に
将
来
の
寺
役
人
候
補
と
な
る
こ
と
で
、
寺
役
人
家
が

世
襲
さ
れ
て
い
く
と
い
う
構
造
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
婚
姻
関
係
・
養
子
に
つ
い
て
み
た
場
合
、
山
形
城
下
町
人
あ
る
い
は
近
隣
村
落
と
の
間
で
な
さ
れ
る
場
合
が
大
半
で
あ
り
、
寺

役
人
家
間
で
は
皆
無
で
は
な
い
が
殆
ど
み
ら
れ
な
い
。
寺
役
人
家
同
士
で
血
縁
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
志
向
は
弱
い
。
こ
れ
は
四
軒
し
か
な

い
と
い
う
構
造
的
な
限
界
に
規
定
さ
れ
た
動
向
と
も
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
下
門
前
な
ど
と
で
は
身
分
違
い
で
も
あ
り
、
必
然
的
に
山

形
町
人
・
近
隣
村
落
と
関
係
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
山
形
藩
な
ど
他
藩
の
武
士
身
分
と
の
関
係
が
み
ら
れ
な

い
理
由
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
職
分
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
規
定
に
は
「
不
寄
何
事
役
僧
役
人
評
議
之
上
院
主
江
申
出
請
差
図

取
斗
可
申
」、「
役
僧
壱
人
役
人
壱
人
宛
当
番
相
立
置
、
毎
日
役
部
屋
江
相
詰
平
常
用
向
差
支
無
之
様
可
取
斗
」
と
あ
り
瞶
、
宝
幢
寺
子
院

あ
る
い
は
末
寺
住
持
が
就
く
役
僧
と
寺
役
人
が
諸
事
を
評
議
し
て
、
そ
の
う
え
で
院
主
へ
申
し
出
て
指
図
を
う
け
る
こ
と
、
役
僧
・
役
人

各
一
人
ず
つ
が
毎
日
当
番
と
し
て
役
部
屋
へ
詰
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
正
月
、
宝
幢

寺
が
一
〇
〇
両
を
山
形
十
日
町
村
松
屋
代
吉
よ
り
借
用
し
た
際
、
院
代
・
役
僧
と
寺
役
人
四
家
の
連
印
証
文
を
作
成
し
、
住
持
が
裏
書
し

て
い
る
瞹
。
宝
幢
寺
一
山
と
し
て
の
借
金
に
責
任
を
負
う
べ
き
立
場
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
役
僧
と
と
も
に
宝
幢
寺

に
お
け
る
諸
事
の
実
質
的
な
議
決
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
末
寺
住
持
交
代
の
際
に
、
新
住
持
よ
り
宝
幢
寺
へ
提
出
さ
れ
る
継
目
証
文
の
宛
所
は
「
御
役
者
」、
つ
ま
り
役
僧
で
あ
り
、

そ
こ
に
寺
役
人
は
関
与
し
て
い
な
い
。
出
家
身
分
の
管
轄
は
役
僧
が
行
い
瞿
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
俗
人
・
俗
事
を
寺
役
人
が
管
轄
す

る
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
寺
役
人
も
末
寺
支
配
に
不
関
与
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
文
政
四
年
（
一
八
二

一
）
に
末
寺
養
運
寺
か
ら
差
出
さ
れ
た
什
物
・
田
畑
改
帳
に
は
、
佐
藤
市
之
進
と
徳
性
院
が
奥
印
の
う
え
で
役
僧
へ
提
出
し
た
り
睹
、
あ

る
い
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
東
根
役
所
（
当
時
は
白
河
藩
）
役
人
中
谷
藤
右
衛
門
に
よ
る
門
徒
龍
興
寺
境
内
乗
打
一
件
に
お
い
て

近
世
中
後
期
出
羽
国
宝
幢
寺
に
お
け
る
寺
役
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の
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は
、
お
も
に
平
松
惣
兵
衛
が
東
根
役
所
寺
社
方
役
人
田
上
与
次
左
衛
門
と
の
交
渉
に
あ
た
る
な
ど
瞽
、
末
寺
の
う
ち
俗
事
に
関
わ
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
寺
役
人
の
管
轄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
末
寺
以
外
に
つ
い
て
は
、
前
章
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
下
門
前
・
天

童
役
人
・
支
配
役
・
控
作
の
任
免
・
家
督
相
続
・
諸
願
書
な
ど
は
寺
役
人
宛
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
山
形
地
中
の
み
な
ら
ず
、
天
童
門

前
・
地
方
関
係
を
も
管
轄
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
龍
興
寺
境
内
乗
打
一
件
の
事
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
他
領
主
と
の
交
渉
に

つ
い
て
も
彼
ら
の
担
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
瞻
。

寺
役
人
は
士
分
で
あ
り
、
宝
幢
寺
の
俗
人
の
う
ち
最
も
高
位
の
身
分
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
住
持
の
も
と
、
役
僧
と
と
も
に
宝
幢
寺
の
議

決
機
関
を
構
成
し
、
宝
幢
寺
と
そ
の
末
寺
に
関
す
る
事
項
を
管
掌
し
た
が
、
そ
の
実
態
は
、
役
僧
は
お
も
に
宝
幢
寺
あ
る
い
は
末
寺
住
持

な
ど
と
い
っ
た
僧
身
分
に
関
わ
る
事
柄
に
関
与
し
、
下
門
前
・
天
童
・
地
方
関
係
の
処
置
や
勘
定
、
寺
領
・
末
寺
宗
門
改
、
他
領
主
と
の

交
渉
は
寺
役
人
が
行
っ
た
。
実
質
的
に
宝
幢
寺
全
体
を
総
攬
し
た
の
は
寺
役
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

寺
役
人
と
住
持
と
の
関
係

本
章
で
は
、
住
持
と
寺
役
人
と
の
関
係
に
注
目
し
、
寺
役
人
家
が
前
章
で
み
た
よ
う
な
権
限
を
握
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に

す
る
。

前
述
の
ご
と
く
、
寛
文
〜
元
禄
期
に
住
持
で
あ
っ
た
二
四
代
亮
弁
以
降
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
死
去
す
る
三
五
代
亮
岳
ま
で
、

宝
幢
寺
住
持
に
は
亮
弁
の
法
脈
を
継
承
す
る
住
持
が
就
任
し
た
（
歴
代
住
持
に
つ
い
て
は
表
参
照
）。
そ
し
て
、
曽
根
家
（
本
家
）
は
亮

弁
の
実
家
と
い
う
由
緒
に
よ
っ
て
「
筆
頭
上
席
」
の
地
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
か
ら
は
、
本
来
住
持
側
の
論
理
で
あ
る
亮
弁
の
法
脈
の

継
承
が
、
曽
根
家
の
地
位
を
押
し
上
げ
た
と
想
定
で
き
る
。
亮
弁
代
に
は
本
末
関
係
が
確
立
す
る
な
ど
矇
、
諸
制
度
が
整
備
さ
れ
た
が
、

亮
弁
の
法
脈
か
ら
住
持
を
出
す
こ
と
も
亮
弁
在
世
中
に
規
定
さ
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
掟
は
「
亮
弁
尊
師
御
約
定
」矍
と
さ
れ
、
ま
さ
に
宝

近
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羽
国
宝
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役
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幢
寺
の
基
本
法
と
し
て
護
持
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
亮
弁
の
法

脈
を
継
承
す
る
住
持
が
続
く
こ
と
と
表

裏
の
関
係
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
結

果
、
宝
幢
寺
内
部
の
秩
序
は
安
定
化
す

る
と
と
も
に
固
定
化
し
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
な
か
で
、
前

述
の
よ
う
に
寺
役
人
家
の
子
弟
が
近
習

に
就
く
こ
と
も
重
な
っ
て
、
地
中
・
寺

領
支
配
、
あ
る
い
は
外
部
と
の
交
渉
な

ど
の
知
識
・
能
力
を
家
と
し
て
独
占
的

に
継
承
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
曽
根

家
に
限
ら
ず
、
他
の
寺
役
人
家
の
地
位

と
身
分
も
世
襲
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

後
住
選
定
に
つ
い
て
も
、
亮
弁
代
ま

で
は
現
住
が
行
っ
て
い
た
が
、
亮
弁
代
以
降
は
役
僧
・
門
末
・
譜
代
へ
諮
っ
た
う
え
で
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
後
住

選
定
の
際
に
寺
役
人
家
が
主
体
的
に
関
与
し
て
い
く
。
そ
の
象
徴
的
な
事
例
が
文
政
期
の
後
住
争
論
で
あ
る
。
三
六
代
住
持
宥
慶
は
、
亮

弁
の
法
脈
を
継
承
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
借
財
累
積
な
ど
の
「
非
例
之
御
難
渋
」矗
を
憂
慮
す
る
僧
俗
一
同
の
相
談
に
よ
り
、
隠

表 近世期宝幢寺歴代住持

在職年

？
2
20
？
7
14
4
16
37
14
15
5
11
25
4
12
4
3
8
22
2
19
16
－
11

註）代数は延文元年（1356）就任の道助を中興第一世とし算する。
【出典】『山形市史編集資料』第 81号（山形市、1994年）より引用。

理由

遷化
転任
遷化
遷化
退隠
遷化
退隠
遷化
退隠
退隠
退隠
退隠
退隠
退隠
遷化
遷化
遷化
遷化
退隠
遷化
遷化
遷化
退隠
遷化
復飾

離 任

元和元年（1615）
天正18年（1590）
慶長16年（1611）
慶長19年（1614）
元和 8年（1622）
寛永13年（1636）
寛永18年（1641）
寛文元年（1661）
元禄11年（1698）
正徳 2年（1712）
享保 7年（1722）
享保12年（1727）
元文 3年（1738）
宝暦13年（1763）
明和 4年（1767）
安永 8年（1779）
天明 4年（1784）
天明 7年（1787）
寛政 7年（1795）
文政元年（1818）
文政 5年（1822）
天保14年（1843）
安政 6年（1859）
嘉永 4年（1851）
明治 3年（1870）

就 任

？
天正16年（1588）
天正19年（1591）
？
元和元年（1615）
元和 8年（1622）
寛永14年（1637）
正保 2年（1645）
寛文元年（1661）
元禄11年（1698）
正徳 2年（1712）
享保 7年（1722）
享保12年（1727）
元文 3年（1738）
宝暦13年（1763）
明和 4年（1767）
安永 9年（1780）
天明 4年（1784）
天明 7年（1787）
寛政 8年（1796）
文政 3年（1820）
文政 7年（1824）
天保14年（1843）
（就任前に遷化）
安政 6年（1859）

名

尊海
尊清
宥雄
尊雄
元雅
祐貞
宥俊
俊海
亮弁
隆弁
亮長
弁応
宥喜
智弁
高弁
弁格
岳弁
頼弁
喬岳
亮岳
宥慶
昭洲
朝海
海旭
浄珊

代

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

近
世
中
後
期
出
羽
国
宝
幢
寺
に
お
け
る
寺
役
人
の
職
分
・
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居
後
は
法
類
順
席
で
あ
る
末
寺
平
塩
寺
耕
格
を
後
住
に
据
え
る
と
い
う
条
件
つ
き
で
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
三
月
に
末
寺
威
徳
院
か

ら
入
寺
し
、
同
五
年
に
死
去
す
る
。
そ
こ
で
、
同
年
四
月
に
再
び
僧
俗
一
同
の
相
談
に
よ
り
、
法
類
で
あ
る
末
寺
地
蔵
院
弁
阿
を
後
住
に

選
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
佐
藤
雅
右
衛
門
が
反
対
し
、
平
塩
寺
啓
津
を
後
住
に
と
の
意
図
の
も
と
、
江
戸
寺
社
奉
行
所
へ
出
訴
を

行
う
矚
。
佐
藤
と
し
て
は
、
文
政
二
年
の
規
定
（
前
述
の
、
平
塩
寺
耕
格
へ
の
住
持
職
委
譲
）
を
理
由
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
政
五
年

時
点
で
は
平
塩
寺
住
持
は
耕
格
か
ら
啓
津
へ
替
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
理
由
は
有
効
と
は
言
い
難
い
が
、
こ
こ
に
啓
津
を
推
す
佐
藤
と
、
弁

阿
を
推
す
平
松
・
曽
根
・
宮
城
と
い
う
、
後
住
選
定
を
め
ぐ
っ
て
寺
役
人
家
を
二
分
す
る
対
立
が
生
起
す
る
こ
と
と
な
る
。
両
者
の
真
の

目
的
は
不
明
な
が
ら
、
何
ら
か
の
利
害
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
寺
役
人
家
の
利
害
と
後
住
選
定
が
結

び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
争
論
へ
発
展
し
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
住
持
選
定
に
寺
役
人
が
介
入
し
、
さ
ら
に
は
自
ら

の
利
害
す
ら
も
反
映
し
え
た
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
宥
慶
自
体
が
特
例
的
に
法
類
順
席
を
無
視
し
て
選
出
さ
れ
、
か
つ
第
一
候
補
で
あ
っ

た
平
塩
寺
耕
格
が
そ
の
後
交
代
し
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
条
件
下
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
地
蔵
院
弁
阿
も
法
類
で
あ

り
、
亮
弁
の
法
脈
と
い
う
論
理
は
こ
の
争
論
に
お
い
て
も
貫
徹
し
て
い
る
。「
亮
弁
尊
師
御
約
定
」
を
護
持
す
る
こ
と
が
自
ら
の
地
位
と

身
分
の
安
定
を
担
保
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
争
論
は
結
果
的
に
住
持
と
寺
役
人
と
の
関
係
に
画
期
を
も
た
ら
し
た
。
弁
阿
は
病
死
、
啓
津
は
江
戸
触
頭
弥
勒
寺
よ
り

「
非
其
器
」
と
さ
れ
、
寛
文
期
以
降
継
承
さ
れ
た
亮
弁
の
法
脈
が
断
絶
す
る
矜
。
そ
こ
で
、
宝
幢
寺
は
僧
俗
連
署
に
て
本
山
智
積
院
へ
後

住
選
定
を
依
頼
し
、
駿
河
久
能
寺
よ
り
智
積
院
第
二
座
の
鈍
如
が
三
七
代
住
持
昭
洲
と
し
て
文
政
七
年
閏
八
月
に
入
寺
す
る
。
そ
し
て
、

昭
洲
に
よ
り
曽
根
本
家
の
断
絶
が
断
行
さ
れ
る
。「
猶
蔵
一
件
」
と
称
さ
れ
る
事
件
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
そ
の
詳
細
と
宝
幢
寺
に

お
け
る
位
置
づ
け
は
別
稿
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
断
絶
の
論
理
と
結
果
の
み
触
れ
る
矣
。

諸
役
人
筆
頭
で
あ
っ
た
曽
根
本
家
は
、
文
政
期
に
当
主
曽
根
安
左
衛
門
が
死
去
し
た
う
え
実
子
が
早
逝
し
、
後
継
者
が
絶
え
た
。
そ
こ

で
、
文
政
六
年
に
平
松
忠
吾
の
肝
煎
に
て
、
安
左
衛
門
の
義
父
で
あ
る
山
寺
村
伊
右
衛
門
・
立
石
寺
大
庄
屋
遠
藤
金
兵
衛
と
の
相
談
の
う

近
世
中
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え
、
当
時
立
石
寺
院
家
随
身
代
官
役
で
あ
っ
た
猶
蔵
な
る
人
物
を
曽
根
本
家
の
養
子
に
入
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
に
入
寺
す
る
昭
洲

と
猶
蔵
と
の
間
で
曽
根
本
家
相
続
を
め
ぐ
る
対
立
が
生
起
す
る
。
猶
蔵
は
亮
弁
両
親
の
位
牌
護
持
・
三
五
代
住
持
亮
岳
の
御
墨
付
（
三
六

俵
の
場
所
宛
行
・
曽
根
本
家
を
役
家
筆
頭
と
す
る
こ
と
）
に
依
拠
し
て
曽
根
本
家
の
相
続
を
主
張
す
る
。
対
し
て
昭
洲
は
、
曽
根
家
系
図

・
亮
岳
御
墨
付
・
亮
弁
師
御
一
代
御
書
付
な
ど
の
曽
根
本
家
の
由
緒
の
証
拠
書
類
を
預
る
と
い
う
名
目
で
と
り
あ
げ
、
そ
の
う
え
で
家
来

一
同
（
麻
裃
着
用
と
あ
り
、
寺
役
人
と
考
え
ら
れ
る
）
を
呼
び
出
し
、
亮
弁
は
「
自
分
内
縁
を
以
寺
之
重
役
ニ
致
、
数
々
不
当
之
儀
共
有

之
」
た
め
「
不
当
之
坊
主
」
で
あ
り
、「
此
上
一
同
尊
敬
ケ
間
敷
儀
不
相
成
」
と
申
渡
し
、
一
同
よ
り
血
判
を
と
る
と
い
う
行
為
に
出

る
。
強
烈
な
亮
弁
の
否
定
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
昭
洲
入
寺
の
目
的
は
、
文
政
六
年
一
二
月
に
は
火
災
に
よ
り
「
殿
堂
向
キ
不
残
焼

失
」矮
す
る
と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
、
前
述
の
後
住
争
論
後
の
寺
の
秩
序
回
復
と
、
文
政
六
年
一
一
月
時
点
で
二
〇
〇
〇
両
に
ま
で
累

積
し
て
い
た
借
財
返
済
の
目
途
を
つ
け
る
こ
と
に
あ
り
、
両
方
を
達
成
す
る
た
め
に
は
曽
根
本
家
の
存
在
が
邪
魔
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

自
ら
が
住
持
と
し
て
主
導
権
を
握
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
存
在
が
最
大
の
桎
梏
で
あ
る
曽
根
本
家
を
排
斥
す
る
た
め
に
は
、
ロ
ジ
ッ
ク

と
し
て
の
亮
弁
の
否
定
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
文
政
八
年
三
月
に
猶
蔵
の
排
斥
に
成
功
し
、
曽
根
本
家
を
断
絶
さ
せ
た
昭
洲
は
、
猶
蔵
一
件
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
理

由
で
、
曽
根
勝
之
進
は
永
蟄
居
申
付
け
の
う
え
倅
勝
蔵
が
相
続
、
宮
城
金
次
郎
は
隠
居
申
付
け
の
う
え
倅
金
次
が
相
続
、
佐
藤
雅
右
衛
門

は
関
六
と
改
名
、
平
松
忠
吾
は
永
暇
を
申
出
て
倅
安
吉
が
相
続
、
と
い
う
よ
う
に
、
寺
役
人
家
当
主
の
総
入
替
え
を
行
う
矼
。
佐
藤
の
み

改
名
で
済
ん
で
い
る
が
、
天
保
期
に
は
寺
役
人
で
す
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
総
入
替
え
と
は
い
え
、
家
と
し
て
は
旧
来
か
ら
の
四
家
が
存

続
し
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
家
に
蓄
積
さ
れ
た
支
配
の
知
識
・
能
力
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
昭
洲

側
の
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
天
保
期
に
は
諸
掟
を
布
達
し
、「
亮
弁
尊
師
御
約
定
」
に
か
わ
る
新
た
な
規
定
を
つ
く
る
こ
と
で
、
亮

弁
の
法
脈
の
論
理
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
住
持
の
主
導
権
を
確
保
し
、
住
持
を
中
心
と
し
た
機
構
を
再
構
築
す
る
。
そ
し
て
、
以
後
寺
役

人
は
「
無
甲
乙
地
方
取
扱
之
役
家
」
で
あ
り
、
か
つ
座
次
も
「
古
役
順
次
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
と
な
る
砌
。
さ

近
世
中
後
期
出
羽
国
宝
幢
寺
に
お
け
る
寺
役
人
の
職
分
・
身
分
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ら
に
は
、「
役
家
之
も
の
た
り
と
も
不
用
立
も
の
ハ
給
料
減
少
之
上
並
家
来
ニ
申
付
」砒
と
、
特
権
的
か
つ
世
襲
の
地
位
と
身
分
を
否
定
さ

れ
、
地
中
・
天
童
門
前
・
地
方
の
支
配
、
さ
ら
に
は
対
外
交
渉
ま
で
含
め
て
宝
幢
寺
全
体
の
運
営
を
円
滑
に
行
い
う
る
よ
う
な
、
寺
役
人

と
し
て
の
知
識
・
能
力
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
存
続
の
可
否
が
住
持
に
握
ら
れ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

文
政
期
の
一
連
の
騒
動
か
ら
は
、
寺
役
人
の
地
位
・
身
分
の
安
定
と
、
亮
弁
の
法
脈
か
ら
住
持
に
就
く
こ
と
と
が
不
即
不
離
の
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
亮
弁
の
法
脈
の
断
絶
と
昭
洲
の
入
寺
は
、
住
持
と
寺
役
人
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
寺
役
人

自
体
の
性
格
の
転
換
点
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
寺
役
人
の
地
位
と
身
分
の
安
定
を
担
保
す
る
も
の
が
、
亮
弁
の
法
脈
と
い
う
住
持
と
の
関

係
か
ら
、
治
者
と
し
て
の
知
識
・
能
力
の
所
有
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

近
世
宝
幢
寺
に
お
い
て
、
俗
人
は
士
分
―
徒
士
―
足
軽
と
い
う
、
武
家
と
同
様
の
軍
制
の
論
理
に
依
拠
し
た
階
層
秩
序
に
よ
り
編
成
さ

れ
て
い
た
が
、
寺
役
人
は
唯
一
の
士
分
と
し
て
、
徒
士
以
下
と
は
隔
絶
し
た
身
分
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
職
分
と
し
て
は
下
門
前
・
天
童

・
地
方
関
係
の
処
置
や
勘
定
、
寺
領
・
末
寺
宗
門
改
、
他
領
主
と
の
交
渉
な
ど
を
管
掌
し
て
お
り
、
住
持
の
権
威
の
も
と
、
そ
の
身
分
を

背
景
と
し
て
、
実
質
的
に
宝
幢
寺
全
体
を
総
攬
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
亮
弁
の
法
脈
の
継
承
と
、
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
で
も

あ
る
「
亮
弁
尊
師
御
約
定
」
の
護
持
が
も
た
ら
す
秩
序
の
安
定
と
固
定
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
世
襲
さ
れ
て
い
き
、
亮
弁
の
生
家
で
あ
る

曽
根
家
を
中
心
に
、
身
分
と
、
職
分
を
円
滑
に
遂
行
す
る
知
識
・
能
力
と
が
家
と
し
て
独
占
さ
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
寺
役
人
の
身
分

を
担
保
す
る
も
の
は
、
歴
代
住
持
に
継
承
さ
れ
る
亮
弁
の
法
脈
で
あ
り
、
住
持
と
寺
役
人
と
の
間
に
は
、
法
脈
に
対
し
て
家
と
し
て
仕
え

る
と
い
う
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

文
政
期
の
法
脈
の
断
絶
と
、
そ
れ
と
連
動
し
て
発
生
す
る
猶
蔵
一
件
は
、
そ
の
よ
う
な
住
持
と
寺
役
人
、
あ
る
い
は
寺
役
人
自
体
の
性

近
世
中
後
期
出
羽
国
宝
幢
寺
に
お
け
る
寺
役
人
の
職
分
・
身
分
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格
の
転
換
点
と
な
っ
た
。
寺
役
人
と
し
て
の
身
分
を
担
保
す
る
論
理
が
、
由
緒
・
法
脈
な
ど
で
は
な
く
、
治
者
と
し
て
の
知
識
・
能
力
に

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
以
降
も
寺
役
人
家
に
異
動
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
前
述
の
如
く
彼
ら
の
家
に
知
識
・
能

力
が
独
占
的
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
亮
弁
は
法
脈
の
論
理
を
用
い
て
擬
似
的
な
「
住
持
家
」
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
持
個
人
と
の
関

係
で
は
な
く
、「
住
持
家
」
を
頂
点
と
す
る
、
ま
さ
に
運
命
共
同
体
た
る
擬
制
的
な
「
家
」
の
構
築
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
亮
弁
代
で
あ
る
か
は
不
明
な
が
ら
も
、
門
前
住
居
の
俗
人
を
、
武
家
の
軍
制
の
論
理
に
基
づ
く
階
層
秩
序
に
よ
り
編

成
し
た
の
は
、
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
昭
洲
代
に
お
け
る
住
持
と
寺
役
人
と
の
関
係
の
変
化
か
ら
は
、
亮

弁
に
よ
る
安
定
的
か
つ
近
世
社
会
に
即
応
し
た
秩
序
構
築
の
軌
跡
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
林
氏
は
寺
侍
・
寺
役
人
研
究
か
ら
、
寺
院
領
主
（
善
光
寺
）
に
お
け
る
近
世
的
統
治
機
構
と
そ
の
幕
藩

制
下
に
お
け
る
普
遍
的
側
面
の
描
出
を
試
み
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
統
治
機
構
が
い
つ
、
ど

の
よ
う
な
意
図
の
も
と
構
築
さ
れ
、
何
を
契
機
に
変
容
す
る
の
か
、
そ
こ
か
ら
は
寺
院
領
主
の
統
治
機
構
の
特
質
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
宝
幢
寺
の
一
事
例
で
あ
り
、
近
世
寺
役
人
に
一
般
化
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
寺
役
人
以
下
の
俗

人
は
軍
役
を
負
担
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
武
家
の
階
層
秩
序
に
よ
り
編
成
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
近
世
社
会
に
通

底
す
る
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
後
考
を
期
し
た
い
。

註盧

小
林
計
一
郎
「
善
光
寺
に
お
け
る
中
世
的
寺
役
人
の
没
落
」（『
信
濃
』
第
十
一
巻
第
三
号
、
一
九
五
九
年
）、
同
「
善
光
寺
の
寺
侍
に
つ
い
て

（
一
）
│
│
寺
領
に
お
け
る
近
世
的
統
治
機
構
│
│
」（『
信
濃
』
第
十
一
巻
第
十
号
、
一
九
五
九
年
）、
同
「
善
光
寺
の
寺
侍
に
つ
い
て
（
二
）
│
│

寺
領
に
お
け
る
近
世
的
統
治
機
構
│
│
」（『
信
濃
』
第
十
一
巻
第
十
一
号
、
一
九
五
九
年
、
以
上
は
同
『
長
野
市
史
考
』〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九

六
九
年
〕
に
加
筆
の
上
所
収
）。
な
お
、
小
林
氏
は
、「
寺
役
人
」＝

近
世
初
期
の
、
半
僧
・
半
俗
的
で
あ
り
、
土
地
集
積
・
高
利
貸
を
行
い
、
か

近
世
中
後
期
出
羽
国
宝
幢
寺
に
お
け
る
寺
役
人
の
職
分
・
身
分
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つ
住
持
（
大
勧
進
）
と
「
主
従
た
る
や
否
や
」
を
争
う
よ
う
な
寺
役
人
と
、「
寺
侍
」＝

近
世
中
期
以
降
の
、
俗
人
で
あ
り
住
持
（
大
勧
進
）
の
純

然
た
る
家
臣
、
と
い
う
よ
う
に
両
者
を
区
別
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
幕
府
や
他
領
主
と
の
や
り
と
り
の
際
、
そ
の
肩
書
き
は
「
宝
幢
寺
役

人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寺
役
人
と
称
す
る
。

盪

笠
谷
和
比
古
『
主
君
「
押
込
」
の
構
造
│
│
近
世
大
名
と
家
臣
団
│
│
』（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）、
同
「
武
家
社
会
研
究
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

（『
公
家
と
武
家
│
│
そ
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』〔
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
〕）、
同
「『
家
』
の
概
念
と
そ
の
比
較
史
的
考
察
」（『
公
家
と
武

家
蠡
「
家
」
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』〔
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
〕）、
福
田
千
鶴
『
幕
藩
制
的
秩
序
と
御
家
騒
動
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九

九
年
）
な
ど
。

蘯

磯
田
道
史
『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

盻

各
村
別
寺
領
石
高
・
末
寺
門
徒
の
具
体
名
な
ど
に
つ
い
て
は
、『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第
九
集
・
同
第
一
六
集
の
解
題
参
照
。

眈
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第
九
集
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
西
田
表
の
高
は
山
形
下
条
町
・
上
町
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

眇
「（
宝
幢
寺
境
内
図
）」（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
出
羽
国
村
山
郡
山
形
宝
幢
寺
文
書
」
五
一
一
三
）。

眄
「
羽
州
村
山
郡
山
形
地
蔵
町
宝
幢
寺
本
末
人
別
宗
旨
御
改
帳
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
六
八
六
）。

眩
「
宝
幢
寺
境
内
坪
数
建
物
寺
柄
書
上
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
四
一
）。

眤
「（
宝
幢
寺
月
番
所
法
度
書
）」（「
宝
幢
寺
文
書
」
五
五
八
）。

眞
「（
宝
幢
寺
地
中
御
請
書
類
留
）」（「
宝
幢
寺
文
書
」
九
六
一
）。

眥
『
天
童
市
史
編
集
資
料
』
第
三
四
号
、
七
二
頁
。

眦
『
天
童
市
史
編
集
資
料
』
第
三
四
号
、
三
〇
頁
・
七
〇
頁
・
七
八
頁
な
ど
。

眛
「
掟
（
寺
中
法
度
請
書
）」（「
宝
幢
寺
文
書
」
五
六
一
）。

眷
『
天
童
市
史
編
集
資
料
』
第
三
四
号
、
一
一
七
頁
。
な
お
、
弘
化
四
年
「
寺
柄
由
来
書
上
」（『
山
形
市
史
編
集
資
料
』
第
一
五
号
〔
山
形
市
史
編

集
委
員
会
、
一
九
六
九
年
〕）
に
よ
れ
ば
、
天
童
門
前
家
来
の
濫
觴
は
、
天
正
期
の
最
上
氏
に
よ
る
天
童
攻
め
の
際
、「
檀
場
」
の
守
護
に
あ
た
っ

た
最
上
家
臣
を
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
最
上
氏
改
易
に
あ
た
り
召
抱
え
、
祭
礼
・
収
納
の
役
を
勤
め
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

眸
「
忰
貨
三
郎
病
身
ニ
付
奉
公
御
暇
願
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
八
九
三
）。

睇
「（
譜
代
知
行
田
・
勤
役
ニ
付
申
渡
并
御
請
書
）」（「
宝
幢
寺
文
書
」
四
一
三
五
）。

睚
『
山
形
市
史
編
集
資
料
』
第
一
五
号
、
一
六
〇
頁
。
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睨

例
え
ば
、「
山
口
村
庄
屋
跡
役
村
中
入
札
ニ
テ
可
願
旨
請
書
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
八
三
六
）
な
ど
。

睫
『
天
童
市
史
編
集
資
料
』
第
三
四
号
、
一
〇
四
頁
。

睛
『
山
形
市
史
資
料
』
第
四
〇
号
（
山
形
市
、
一
九
七
五
年
）、
五
六
頁
。

睥
「
成
生
村
寺
領
支
配
役
長
次
郎
退
役
願
書
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
八
四
七
）。

睿
「
田
畑
控
作
証
文
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
一
四
七
九
）。

睾
「
真
言
宗
・
禅
宗
・
浄
土
宗
・
時
宗
・
浄
土
真
宗
人
別
御
改
帳
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
七
三
九
）。

睹

前
掲
註
蘯
、
磯
田
『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』
第
一
章
。

瞎
『
山
形
市
史
資
料
』
第
八
一
号
（
山
形
市
、
一
九
九
四
年
）、
一
六
頁
の
曽
根
家
系
図
参
照
。

瞋
「
曽
根
両
家
由
緒
書
上
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
三
五
）。

瞑
『
山
形
市
史
編
集
資
料
』
第
一
五
号
、
一
〇
七
頁
以
降
の
歴
年
の
勘
定
目
録
作
成
者
よ
り
。

瞠

弘
化
四
年
「
寺
柄
由
来
書
上
」
に
は
、「
鑓
壱
筋
宛
地
中
役
人
共
持
伝
」
と
あ
る
。

瞞

安
政
四
年
「
当
番
帳
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
二
三
二
七
）。

瞰

笠
谷
氏
は
、
大
名
家
（
藩
）
の
全
て
の
成
員
は
大
名
の
直
属
臣
下
で
あ
り
、
原
理
的
に
同
輩
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
同
輩
を
上
下
階
統
の
タ
テ
組
織

と
し
て
構
成
す
る
原
理
が
軍
制
的
秩
序
で
あ
る
と
す
る
（
前
掲
註
盪
、
笠
谷
「
武
家
社
会
研
究
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」）。

瞶
「
仕
法
改
条
々
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
四
六
〇
八
）。

瞹
「
添
翰
并
願
届
筆
記
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
九
四
七
）。

瞿
「
門
末
継
目
証
文
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
一
四
七
）。

瞼
『
東
根
市
史
編
集
資
料
』
第
一
一
号
（
東
根
市
、
一
九
八
二
年
）、
四
六
頁
。

瞽

こ
の
一
件
は
、
龍
興
寺
住
持
宥
遍
が
検
見
の
帰
途
に
同
寺
門
前
を
騎
乗
に
て
通
行
中
で
あ
っ
た
中
谷
藤
右
衛
門
に
対
し
て
、
境
内
で
あ
る
故
下
馬

す
る
よ
う
に
求
め
た
こ
と
の
是
非
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
中
谷
の
通
行
し
て
い
た
場
所
が
道
で
あ
る
か
境
内
で
あ
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
結
果

的
に
は
大
庄
屋
ら
が
所
持
し
て
い
た
書
付
や
絵
図
、
あ
る
い
は
古
老
の
証
言
な
ど
に
よ
り
道
と
判
定
さ
れ
た
た
め
、
宥
遍
は
宝
幢
寺
住
持
隆
弁
よ

り
退
院
を
申
付
け
ら
れ
て
落
着
し
た
（『
東
根
市
史
編
集
資
料
』
第
一
一
号
、
六
頁
）。

瞻

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）、
上
山
口
村
に
お
け
る
寺
領
民
と
白
河
藩
領
民
と
の
出
入
の
際
、
寺
領
民
は
寺
役
人
平
松
惣
兵
衛
・
佐
藤
庄
右
衛
門

へ
、
相
手
方
の
支
配
役
所
で
あ
る
東
根
役
所
へ
の
願
書
上
申
を
願
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
東
根
役
人
と
の
対
談
を
行
う
が
、
役
人
側
の
疑
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義
に
対
し
、
寺
領
民
の
動
向
を
正
確
に
把
握
し
、
論
理
的
に
応
対
し
て
い
る
（『
東
根
市
史
編
集
資
料
』
第
一
一
号
、
六
七
頁
・
九
八
頁
）。
寺
役

人
は
藩
役
人
と
渡
り
合
う
だ
け
の
交
渉
術
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
は
宝
幢
寺
全
般
の
情
報
を
一
手
に
把
握
し
う
る
寺
役
人
の
職

掌
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

矇

玉
橋
隆
寛
「
延
宝
期
に
お
け
る
山
形
宝
幢
寺
門
末
の
確
立
│
│
特
に
『
宝
幢
寺
門
末
帳
』
の
作
成
を
中
心
に
│
│
」（『
仏
教
史
研
究
』
第
七
号
、

一
九
七
三
年
）。

矍
「
後
住
様
取
極
之
覚
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
五
六
）。

矗
「
後
住
様
取
極
之
覚
」。

矚

文
政
五
年
「
当
番
帳
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
二
三
二
二
）。

矜
『
山
形
市
史
編
集
資
料
』
第
一
五
号
、
三
二
頁
。

矣
「
曽
根
両
家
由
緒
書
上
」・「
猶
蔵
一
件
始
末
書
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
八
八
七
）。

矮

文
政
五
年
「
当
番
帳
」（
途
中
よ
り
文
政
六
年
の
記
事
と
な
る
）。

矼
「
曽
根
安
左
衛
門
跡
式
届
書
控
」（「
宝
幢
寺
文
書
」
八
九
五
）。

砌
「
仕
法
改
条
々
」。

砒
「（
譜
代
之
者
改
革
ニ
付
申
渡
并
御
請
書
）」（「
宝
幢
寺
文
書
」
四
一
八
七
）。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
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